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別紙

報 告

本委員会は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の規定に基づき、職員の給与に関

する条例（昭和３２年大分県条例第３９号）の適用を受ける職員（以下「職員」という。）の

給与及びその決定に関係のある民間の給与並びに生計費その他の諸条件について調査研究

を行ってきたが、その概要を次のとおり報告する。

１ 職員の給与

本委員会が実施した「平成２５年職員給与等実態調査」の結果によれば、本年４月にお

ける職員数は１５，６５０人であり、その平均年齢は４４．６歳、性別構成比は男性６３．３％、女性

３６．７％、学歴別構成比は大学卒８３．６％、短大卒４．３％、高校卒１２．１％、中学卒０．１％と

なっている。このうち民間給与との比較を行っている行政職給料表適用職員の数は

４，２１９人であり、その平均年齢は４３．２歳、性別構成比は男性７４．４％、女性２５．６％、学歴

別構成比は大学卒７０．２％、短大卒５．２％、高校卒２４．６％となっている。

職員には、その従事する職務の種類に応じて行政職、研究職、医療職（一）、医療職

（二）、海事職、公安職、教育職（一）及び教育職（二）の８種類の給料表が適用され

ているが、このうち行政職給料表適用職員の本年４月における平均給与月額は３６９，３１８

円となっており、高等学校及び小・中学校の教育職員、警察官等を含めた職員全体では

３９９，７０１円となっている。

行政職給料表適用職員について、給与構造改革が実施された平成１８年と本年４月にお

ける平均年齢及び平均給与月額を比較すると、平均年齢は０．２歳低下し、平均給与月額

は２８，６９５円（約７．２％）減少している。

また、平成１１年以降における職員給与は、民間給与の厳しい状況等を反映して、平成

１９年を除き、月例給又は特別給の減額による年間給与の減少（平成１１年～平成１５年、平

成１７年、平成２１年、平成２２年及び平成２３年）又は据置き（平成１６年、平成１８年、平成２０

年及び平成２４年）が続いている。

年間給与が減少に転じる前の平成１０年と平成２５年について、職員のモデル例により年
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間給与を比較してみると、行政職係長級（４０歳・配偶者・子２人）で約１５．４％、行政職

課長補佐級（５０歳・配偶者・子２人）で約２１．４％それぞれ減少している。

（参考資料 １ 職員給与関係 参照）

なお、本年４月における職員の給与は以上のとおりであるが、職員の給与の特例減額

に関する条例（平成２５年大分県条例第２８号。以下「特例減額条例」という。）により、

本年７月１日から平成２６年３月３１日までの間、職員の給料月額は、その額に職級等に応

じて定める９．７２～３．７２％の範囲内の率を乗じて得た額が、また、管理職手当は、その月

額に１０％を乗じて得た額が減額されている。

２ 民間の給与

本委員会は、人事院と共同して、企業規模５０人以上、かつ、事業所規模５０人以上であ

る県内の４１４の民間事業所のうちから、層化無作為抽出法によって抽出した１４５の事業所

を対象に「平成２５年職種別民間給与実態調査」を実施し、公務と類似すると認められる

職務に従事する５，３５６人について、本年４月分として個々の従業員に実際に支払われた

給与月額等を調査した。また、各民間企業における給与改定の状況や、雇用調整の実施

状況等についても、引き続き調査を実施した。

なお、「職種別民間給与実態調査」においては、従来、公民の給与比較の対象として

いる事務・技術関係職種の従業員が少数であると考えられていた「農業、林業」、「宿泊

業、飲食サービス業」等の産業は、調査対象産業としてこなかったところであるが、民

間給与の状況をできる限り広く把握するため、本年調査から対象を全産業に拡大して実

施した。これに伴い、調査の対象となった事業所は、昨年に比べ４７増加している。

本年の職種別民間給与実態調査の主な調査結果は、次のとおりである。

⑴ 初任給の状況

回答を得た民間事業所（以下「民間事業所」という。）のうち、新規学卒者（事務・

技術関係）の採用を行った事業所は、大学卒で１９．７％、高校卒で１０．７％となっており、

初任給の平均額は、大学卒で１８２，９２３円、高校卒で１４５，５１１円となっている。

（参考資料 ２ 民間給与関係 参照）
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項 目
役職段階

ベースアップ実施 ベースアップ中止 ベースダウン ベア慣行なし

係 員 ７．５ １６．４ １．４ ７４．８

課 長 級 ６．６ １７．１ １．１ ７５．２

表１ 民間における給与改定の状況 （単位：％）

（注）四捨五入しているため、合計が１００にならない場合がある。

項 目

役職段階

定期昇給
制度あり

定期昇給
制度なし定期昇給

実 施
定期昇給
停 止増 額 減 額 変化なし

係 員 ８４．２ ７７．９ １８．４ ６．１ ５３．４ ６．４ １５．８

課 長 級 ７４．７ ６９．５ １５．８ ６．４ ４７．３ ５．２ ２５．３

表２ 民間における定期昇給の実施状況 （単位：％）

（注）１ ベースアップと定期昇給を分離することができない事業所を除いて集計した。
２ 四捨五入しているため、合計が１００にならない場合がある。

⑵ 給与改定の状況

表１に示すとおり、民間事業所のうち、一般の従業員（係員）について、ベースアッ

プを実施した事業所の割合は７．５％となっており、ベースアップを中止した事業所の

割合は１６．４％となっている。

また、表２に示すとおり、民間事業所のうち、一般の従業員について、定期に行わ

れる昇給を実施した事業所の割合は、７７．９％となっている。

⑶ 雇用調整の実施状況

表３に示すとおり、民間事業所における雇用調整の実施状況をみると、平成２５年１

月以降に雇用調整を実施した事業所の割合は２０．１％となっている。また、雇用調整の

措置内容を多い順にみると、採用の停止・抑制（１２．６％）、一時帰休・休業（６．８％）、

残業の規制（６．５％）となっている。

－３－



項 目 実 施 事 業 所 割 合

採 用 の 停 止 ・ 抑 制 １２．６

転 籍 出 向 ２．９

希 望 退 職 者 の 募 集 １．１

正 社 員 の 解 雇 １．１

部 門 の 整 理 閉 鎖 ・ 部 門 間 の 配 転 ５．２

業務の外部委託・一部職種の派遣社員等への転換 ２．９

残 業 の 規 制 ６．５

一 時 帰 休 ・ 休 業 ６．８

ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ ０．７

賃 金 カ ッ ト ０．６

計 ２０．１

（注）１ 平成２５年１月以降の実施状況である。
２ 項目については、複数回答である。

表３ 民間における雇用調整の実施状況 （単位：％）

民 間 給 与
（Ａ）

職 員 給 与
（Ｂ）

較 差
（Ａ）－（Ｂ）

３７６，３２８円 ３７６，４８４円 △１５６円（△０．０４％）

表４ 公民給与の較差

（注）１ 大分県の行政職の職員の給与と民間事業所における事務・技術関係職種の従業員の給与をラスパイ
レス方式によって比較したものである。

２ 公民ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていない。

３ 職員給与と民間給与との比較

⑴ 月例給

本年の職員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づき、職員にお

いては行政職、民間においてはこれと類似すると認められる事務・技術関係職種の者

について、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢等を同じくする者同士の４

月分の給与額を対比させ、精密に比較を行った。

その結果、表４に示すとおり、職員給与が民間給与を１人当たり平均１５６円

（０．０４％）上回っている。
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民 間 給 与
（Ａ）

職員給与（減額後（推計））
（Ｂ）

較 差
（Ａ）－（Ｂ）

３７６，３２８円 ３４９，５４９円 ２６，７７９円（７．６６％）

（参考）本年７月から実施されている特例減額条例を本年４月の職員給与に適用させたものと仮定し
た場合の推計値

（注）１ 大分県の行政職の職員の給与と民間事業所における事務・技術関係職種の従業員の給与をラスパイ
レス方式によって比較したものである。

２ 公民ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていない。

扶 養 家 族 の 構 成 支 給 月 額

配 偶 者 １３，５０２ 円

配 偶 者 と 子 １ 人 １９，３０８ 円

配 偶 者 と 子 ２ 人 ２４，７１５ 円

表５ 民間における家族手当の支給状況

（注） 家族手当の支給につき配偶者の収入に対する制限がある事業所を対象とした。
備考 職員の場合、扶養手当の現行支給月額は、配偶者については１３，０００円、配偶者以外については、１人に

つき６，５００円である。なお、満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子がいる場合は、当該子１人に
つき５，０００円が加算される。

支 給 の 有 無 事 業 所 割 合

支 給 ５１．９％

非 支 給 ４８．１％

借家・借間居住者に対する住宅手当月額の最高
支給額の中位階層 ２７，０００円以上２８，０００円未満

表６ 民間における住宅手当の支給状況

備考 職員の場合、住居手当の現行の最高支給限度額は、２７，０００円である。

なお、下記（参考）に示すとおり、本年７月から実施されている特例減額条例を本

年４月の給与に適用させたものと仮定した場合の推計値に基づいて比較を行ったとこ

ろ、職員給与が民間給与を１人当たり平均２６，７７９円（７．６６％）下回っている。

また、民間における家族手当及び住宅手当の支給状況を調査した結果をみると、表

５、表６に示すとおり、職員の扶養手当及び住居手当の現行支給状況とほぼ見合うも

のとなっている。
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平 均 所 定 内 給 与 月 額
円

下 半 期（Ａ１） ３２４，８９６

上 半 期（Ａ２） ３２６，１２２

特 別 給 の 支 給 額
円

下 半 期（Ｂ１） ６５１，３８２

上 半 期（Ｂ２） ６２９，９９８

特 別 給 の 支 給 割 合

月分
下 半 期（Ｂ１）（Ａ１） ２．００

上 半 期（Ｂ２）（Ａ２） １．９３

月分
年 間 ３．９３

表７ 民間における特別給の支給状況

（注）下半期とは平成２４年８月から平成２５年１月まで、上半期とは同年２月から７月までの期間をいう。
備考 職員の場合、現行の年間支給月数は、平均で３．９５月である。

⑵ 特別給

本年の職種別民間給与実態調査の結果、昨年８月から本年７月までの１年間におい

て、民間事業所で支払われた特別給は、表７に示すとおり、所定内給与月額の３．９３月

分に相当しており、職員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数（３．９５月）とお

おむね均衡している。

４ 物価及び生計費

総務省統計局の調査による本年４月の消費者物価指数は、昨年４月に比べ、全国では
０．７％、大分市では０．８％それぞれ下落している。
また、本委員会が総務省統計局による家計調査を基礎に算定した本年４月における大
分市の２人世帯、３人世帯及び４人世帯の標準生計費は、それぞれ１７３，２５０円、１９７，３１０
円、２２１，３４０円となっている。

（参考資料 ３ 生計費及び労働経済関係 参照）

５ 人事院の報告の概要

人事院は、本年８月８日、国会及び内閣に対し、給与等に関する報告及び国家公務員
制度改革等に関する報告を行うとともに、一般職の職員の配偶者帯同休業に関する法律
の制定についての意見の申出を行った。
給与等に関する報告の骨子は、次のとおりである。（国家公務員制度改革等に関する
報告の骨子及び一般職の職員の配偶者帯同休業に関する法律の制定についての意見の申
出の骨子については、１８～１９ページに記載）
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人事院の給与等に関する報告の骨子

○ 本年の給与等に関する報告のポイント
月例給、ボーナスともに改定なし
① 月例給の較差について、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額前の較差を算出し、
併せて減額後の較差も算出
・ 減額支給措置は民間準拠による改定とは別に東日本大震災に対処するため、本年度末までの間、臨時特
例として行われているものであることを踏まえ、昨年同様、減額前の較差に基づき給与改定の必要性を判断

・ 減額前の較差（０．０２％）が極めて小さく、俸給表等の適切な改定が困難であることから、月例給の改定
は見送り

② 公務の期末・勤勉手当（ボーナス）の支給月数は、民間と均衡しており、改定なし
・ 上記給与減額支給措置が行われていることを勘案

給与制度の総合的見直し
減額支給措置終了後に、俸給表構造、諸手当の在り方を含む給与制度の総合的見直しを実施できるよう準備

に着手
① 民間の組織形態の変化への対応
② 地域間の給与配分の見直し
③ 世代間の給与配分の見直し
④ 職務や勤務実績に応じた給与

Ⅰ 給与勧告制度の基本的考え方
・ 国家公務員給与は、社会一般の情勢に適応するように国会が随時変更することができる。その変更に関し
必要な勧告・報告を行うことは、国家公務員法に定められた人事院の責務

・ 勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し適正な給与を確保する機能を有するもので
あり、能率的な行政運営を維持する上での基盤

・ 公務には市場の抑制力という給与決定上の制約がないことから、給与水準は、経済・雇用情勢等を反映し
て労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的

Ⅱ 民間給与との較差に基づく給与改定
約１２，５００民間事業所の約４９万人の個人別給与を実地調査（完了率８８．６％）
＊ 民間給与を広く把握し、公務員給与に反映させるため、本年から調査対象を全産業に拡大

〈月 例 給〉 公務と民間の４月分給与を調査（ベア中止、賃金カット等を実施した企業の状況も反映）し、
主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢の同じ者同士を比較
月例給の較差について、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額前の較差

を算出し、併せて減額後の較差も算出
○ 月例給の較差（給与減額支給措置による減額前） ７６円 ０．０２％

（給与減額支給措置による減額後） ２９，２８２円 ７．７８％
�
�
�

行政職俸給表（一）…現行給与（減額前）４０５，４６３円 平均年齢４３．１歳�
�
�（減額後）３７６，２５７円

○ 官民較差が極めて小さく俸給表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難であることから、月例給の改
定は行わない
＊ 勧告の前提となる官民比較については、給与減額支給措置は民間準拠による水準改定とは別に東日本
大震災に対処するため、本年度末までの間、臨時特例として行われているものであることを踏まえ、給
与法に定める給与額に基づき実施

〈ボーナス〉 昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の支給実績（支給割合）と公務の年間の支給月
数を比較

○ 公務の支給月数（現行３．９５月（減額前））は、民間の支給割合（３．９５月）と均衡しており、改定は行わ
ない
・ 給与減額支給措置が行われていることを勘案
（参考）減額後の公務の支給月数３．５６月分相当
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Ⅲ 給与制度の総合的見直し等
給与構造改革に関する勧告を行ってから８年が経過し、我が国の社会経済情勢は急激に変化。国家公務員給

与については一層の取組を進めるべき課題が種々生じてきている
国家公務員の給与に対する国民の理解を得るとともに、公務に必要な人材を確保し、職員の士気や組織の活

力の維持・向上を図っていくため、俸給表構造、諸手当の在り方を含め、給与制度の総合的な見直しについて
検討を進め、早急に結論
○ 民間の組織形態の変化への対応 部長、課長、係長等の間に位置付けられる従業員についても来年から官

民比較の対象とする方向で検討
○ 地域間の給与配分の在り方 地域の公務員給与が高いとの指摘。地域における官民給与の実情を踏まえ、

更なる見直しについて検討
＊ 民間賃金水準の低い全国１／４の１２県の官民較差と全国の較差との率の差は実質的に２ポイント台半ば

○ 世代間の給与配分の在り方 地域間給与配分の見直しと併せて、民間賃金の動向も踏まえ、５０歳台、特に
後半層の水準の在り方を中心に給与カーブの見直しに向けた必要な措置につ
いて検討

○ 職務や勤務実績に応じた給与
・ 人事評価の適切な実施と給与への反映

人事評価の適切な実施が肝要。昇給の効果の在り方等について検討
・ 技能・労務関係職種の給与の在り方

業務委託等により行政職（二）職員の削減が一層進められることが必要。直接雇用が必要と認められる
業務を担当する職員を念頭に民間の水準を考慮した給与の見直しを検討

・ 諸手当の在り方 公務の勤務実態や民間の手当の状況等を踏まえ必要な検討
＊ 給与構造改革における昇給抑制の回復

平成２６年４月１日の昇給回復は、４５歳未満の職員を対象とし、最大１号俸上位の号俸に調整

Ⅳ 雇用と年金の接続
閣議決定を踏まえ、各府省において現行の再任用を活用した雇用と年金の確実な接続を図る必要

○ 雇用と年金の確実な接続のための取組
・ 職員に対する周知、希望聴取
・ 再任用職員の能力と経験をいかせる職務への配置等
・ 再任用に関する苦情への対応
・ 高齢期雇用を契機とした人事管理及び行政事務の執行体制の見直し等

○ 再任用職員の給与
・ 再任用職員の俸給水準や手当の見直しについては、公的年金が全く支給されない民間再雇用者の給与の
実態を把握した上で、再任用職員の職務や働き方等の実態等を踏まえ検討

・ 民間では、公的年金が全く支給されない再雇用者の給与水準を一部支給される再雇用者の給与水準から
変更しない事業所が多く、転居を伴う異動の場合に単身赴任手当を支給する事業所が大半

＊ 年金支給開始年齢が６２歳に引き上げられる平成２８年度までには、再任用の運用状況を随時検証しつつ、本
院の意見の申出（平成２３年）に基づく段階的な定年の引上げも含め再検討がなされる必要

Ⅴ 適正な給与の確保の要請
給与減額支給措置が終了する平成２６年４月以降の給与については、本年の報告に基づく民間準拠による給与

水準が確保される必要。国会及び内閣に対し、勧告制度の意義・役割に深い理解を示し、民間準拠による適正
な給与を確保するよう要請
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６ 給与の改定

職員の給与決定に関係のある基礎的諸条件は以上のとおりである。

本年は、特例減額条例により、７月１日から平成２６年３月３１日までの間、給与減額支

給措置が講じられているが、県内事業所の民間給与と職員給与の比較については、給与

減額支給措置実施前の４月分給与に基づいて行った。その結果、月例給については、前

記のとおり、職員給与と民間給与がおおむね均衡していることが認められた。

また、特別給については、前記のとおり、民間の年間支給割合と職員の年間の平均支

給月数はおおむね均衡していた。

さらに、人事院が国家公務員の月例給及び特別給の改定を行わない旨を報告している

こと及び他の都道府県においても人事院と同様の対応が多数であると見込まれること等

の事情を総合的に勘案した結果、本委員会としては、職員給与の月例給及び特別給の改

定を行わないことが適切であると判断した。

次に、給与構造改革における経過措置額の廃止等については、本県の状況に留意しな

がら、他の都道府県における見直し状況を踏まえ検討する必要がある。

通勤手当については、任命権者において旅費制度と一体的に見直す検討が行われてい

るところであり、引き続き所要の検討を進める必要がある。

昇給制度及び勤勉手当制度における勤務実績の反映については、国における人事評価

制度による評価結果の活用状況及び他の都道府県の運用状況等に留意しながら、引き続

き検討を進める必要がある。

なお、人事院は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成２４年法律

第２号）に基づく給与減額支給措置終了後に、俸給表構造、諸手当の在り方を含む給与

制度の総合的見直しを実施できるよう準備に着手するとしており、今後の国の動向や他

の都道府県の対応等に留意する必要がある。

７ 公務運営の改善に関する課題

⑴ 能力・実績に基づく人事管理制度への対応

国においては、能力・実績に基づく人事管理の基礎になるものとして、平成２１年度

から能力及び業績評価による新たな人事評価制度が導入され、その結果は、任免、給
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与及び人材育成に活用されてきたところである。

地方公共団体においても、多様な行政課題に効率的かつ効果的に対応していくこと

が求められている中、職員の士気を高め、組織の活性化と公務能率の向上を図ってい

くためには、職員の職務遂行能力と勤務実績を的確に把握・評価し、その結果を任

用、給与、人材育成等に適切に反映させる人事管理制度の構築が重要である。

本県においては、能力・実績に基づく人事管理制度に向けた取組が始められている

が、職員一人ひとりがやりがいとやる気を持って仕事に取り組めるよう国や他の都道

府県の動向を注視するとともに、これまでの評価制度の実施状況を検証し、より一

層、客観的で公正性や透明性が高く、納得性のある人事評価制度の確立に向けて努め

ていく必要がある。

⑵ 人材の確保と活用

ア 多様な人材の確保

複雑多様化する行政ニーズに的確に対応し、質の高い行政サービスを提供するた

めには、公務員としての優れた資質や高い能力を有する多様な人材の確保が重要で

ある。

多様な人材を確保するためには、より多くの受験者の中から、人物重視の観点で

採用する必要があるが、公務を取り巻く状況が厳しさを増している中で、業績が回

復傾向にある民間企業が採用を拡大させていることや、受験年齢人口の減少が見込

まれていることなどにより、技術系職種を中心に受験者の確保は厳しい状況が続い

ている。

本委員会では、引き続き県職員採用募集ガイダンスの実施や、県内外の大学訪問

を充実させることなどにより受験者確保に努めるとともに、多様な人材の確保に向

けて、面接技法の向上を図るなど人物重視の採用にも取り組んでいるところであ

る。

さらに、本県では、若手職員の視点から受験者確保対策などを検討する「若手職

員による大分県職員魅力発信プロジェクトチーム」を設置したところであるが、今

後も任命権者と連携し、大分県職員として働くことの魅力や働きがいを広く伝えて

いく取組を強化していく必要がある。

また、昨年度から民間企業等における社会人経験により培われた広い視野等を
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持った人材を確保するために、上級試験に行政（社会人経験者）の試験区分を設け

るなどの取組を始めたところであり、今後とも優れた資質・能力を持った人材を確

保していくことが必要である。

なお、民間企業の就職活動時期については、平成２７年度卒業・修了予定者からの

後ろ倒しの検討が進められており、人事院においても国家公務員採用試験の日程な

どについて、今後の民間における就職活動後ろ倒しへの取組状況を見極めつつ、平

成２６年度の試験日程の発表とあわせて周知できるよう必要な検討を行っていくこと

とされている。本県においても、国や他の都道府県の状況等に留意しながら検討し

ていく必要がある。

イ 政策県庁を担う人材の育成

県では、昨年１月に見直した長期総合計画「安心・活力・発展プラン２００５」に掲

げる政策の実現を下支えするために、昨年３月に「大分県行財政高度化指針」（以

下「指針」という。）を策定し、県民への行政サービスの高度化や政策県庁の実現、

職員の能力向上の推進を図ることとしている。

知事部局においては、指針に基づき職員の能力向上等の取組を推進する中で、特

に専門性、マネジメント能力等の向上を図るため、専門研修の充実や全所属長を対

象とした研修を実施するなど各種の取組を進めているところである。

また、教育委員会においては、平成２３年１０月に策定した「大分県公立学校教職員

の人材育成方針」（以下「人材育成方針」という。）に沿って、生徒の学力や体力の

向上のため、教職員の一層の資質能力の向上、意識改革、人材活用等の取組が進め

られている。

任命権者においては、策定した指針や人材育成方針に基づき、職員の自己啓発を

促すとともに、職場研修をはじめとする職員研修などを通じて、なお一層人材育成

に努めていくことが重要である。

さらに、これからの政策県庁を担う若手職員の育成が重要な課題となっているこ

とから、任命権者においては、人材育成の基本である職場研修（ＯＪＴ）が効率的・

効果的に行われるよう管理監督者に人材育成における自らの責務や役割を認識させ

るとともに、職場全体で若手職員を育てるという意識を醸成していくことが必要で

ある。
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ウ 女性職員の育成・登用

複雑・多様化する行政需要に幅広く対応し、きめ細かな行政サービスを提供して

いくためには、男女それぞれの意識や立場を取り入れながら、施策・事業を構築し

ていくことが求められている。

また、本県の行政職に占める女性職員の割合を１０年前の平成１５年度と比較する

と、２１．１％から２５．６％に増加しており、役付職員（係長級以上）に占める割合も

１４．８％から２１．０％に増加しているが、今後の県政の運営においては、女性職員を積

極的に育成・登用し、県の施策・方針決定過程への参画をより一層促進する必要が

ある。

これまでも女性職員については、幅広い職務経験を通じたキャリア形成や管理職

の登用に努めるとともに、メンター制度や相談窓口の活用、女性職員間の情報交換

等を目的としたセミナーの開催など、その育成に積極的に取り組んできたところで

あるが、引き続き、出産や育児といった家庭生活の負担を抱える女性職員も、キャ

リア形成の機会を失うことなく、意欲を持って仕事に取り組むことができるよう職

場環境の整備に努めるなど、女性職員の育成・登用を進めていく必要がある。

⑶ ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた勤務環境の整備

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の目指すところは、職員一人ひと

りがやりがいや充実感を持って働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の

時間や、健康で豊かな生活のための時間を確保することである。その実現に向けて勤

務環境の整備を進めることは、職員の心身両面にわたる健康の保持や公務能率の向上

のみならず、優秀な人材の確保・定着の観点からも重要である。

ア 総実勤務時間の短縮

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、時間外勤務の縮減及び年次有給休暇

の取得促進による総実勤務時間の短縮は重要な課題となっており、本委員会として

も毎年の報告で繰り返し指摘してきたところである。

時間外勤務の縮減については、任命権者や所属などで早期退庁促進のための定時

退庁日の設定、超勤縮減宣言の策定、意識改革セミナーの開催などの取組が行われ

ているところであるが、依然として一部に長時間の時間外勤務が行われている実態
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が見受けられる。また、平成２４年度の時間外勤務は九州北部豪雨の災害復旧業務な

どにより前年度に比べて増加している。

このため、任命権者においては職員の負担軽減に向けた取組を一層徹底する必要

があり、更に事務事業の見直しを進めるとともに、業務量に応じた適正な職員配置

に努めることが必要である。管理監督者においては、部下職員の勤務時間の実態や

業務の進捗状況等を的確に把握し、業務の平準化に努めるとともに、時間外勤務を

命ずる場合には、業務の必要性及び緊急性を十分に吟味し、適切な事前命令の手続

を行うことが求められる。さらには、時間外勤務を命じていない職員には退庁を促

すなど、自らの責務を改めて自覚する必要がある。また、職員においては、健康保

持、労働意欲や活力の維持に努めるとともに、コスト意識を持って、効率的・効果

的な事務処理を行うことが必要である。今後ともそれぞれが主体的かつ不断に時間

外勤務の縮減に努めていくことが重要である。

一方、学校現場における時間外勤務の縮減については、現場教職員との意見交換

を通じて、「学校現場の負担軽減ハンドブック」を作成し、実践するなど、業務の

簡素化や効率化が進められてきたところである。近年の社会情勢や子どもの変化等

を背景として、教育を取り巻く環境が変化し、さまざまな教育課題が生じているこ

とから、今後も学校現場の実態を踏まえながら、教職員の負担軽減につながる実効

性のある取組を進めていく必要がある。

また、年次有給休暇については、平成２４年における全職種の平均取得日数は１１日

１時間で、平成２０年以降は漸増し、改善の傾向も見られているが、任命権者におい

ては、引き続き、取得しやすい環境を整備するとともに、休日や夏季休暇等と組み

合わせた計画的・連続的使用の促進に努める必要がある。

イ 育児・介護を行う職員の支援

急速な少子高齢化が進行する中で、女性、男性を問わず、育児・介護を行う職員

が、公務と家庭の両立を図ることができるよう職場全体で支援していくことが、ま

すます重要になっている。

本県においてもこれまでに育児休業や部分休業制度、育児短時間勤務制度、介護

休暇制度等、両立支援に係る制度が導入されてきたところであるが、今後、人事院

において、育児や介護に責任を有する職員がそれぞれの事情やニーズに応じて継続
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的に勤務することができるような選択肢を更に拡充するため、民間企業における先

進的な取組も参考にしつつ、多様で弾力的な勤務時間制度等の整備について検討が

進められることから、その状況を注視する必要がある。

一方で、「大分県特定事業主行動計画」において、男性職員の育児休業等の取得

率を平成２６年度１００％を目標に取り組んでいるところであるが、本県の平成２４年度

の育児休業等の取得率は、女性職員が１００％であるのに対して、男性職員は、知事

部局等で４８．８％、教育委員会で４２．９％、警察本部で３１．０％となっており、依然とし

て目標には遠く及んでいない。

任命権者においては、「出産や育児のための休暇制度等早見表」を作成するなど

職場の理解度を高めるための方策を講じているところであるが、引き続き目標達成

に向けて積極的に取り組む必要がある。

育児・介護のための両立支援策が、職員にとって利用しやすく、効果的に活用さ

れるためには、職員全員が時間外勤務の縮減や有給休暇の取得促進などワーク・ラ

イフ・バランスの推進に取り組むことが重要であり、任命権者においては、職員全

員の意識啓発を図りながら、積極的に勤務環境づくりに取り組むことが必要である。

なお、人事院は、有為な職員の継続的な勤務を促進するために、外国で勤務等を

する配偶者と生活を共にするための配偶者帯同休業制度の導入について、意見の申

出を行ったところであり、今後の国の動向に留意する必要がある。

⑷ 職員の心身の健康管理

職員が心身ともに健康であることは、職員本人やその家族にとって重要なことであ

るが、公務においても職員が持てる能力を十分に発揮するための前提である。

職員については、定期健康診断等によって健康管理を行っているが、依然として在

職中の職員が疾病により死亡する事案が発生している。定期健康診断等において要精

密検査や要治療となった職員に対しては、精密検査の受診を勧めているところである

が、精密検査において重大な疾病が発見されている事例もあることから、引き続き任

命権者等において受診の徹底を図ることが必要である。

また、心の健康管理対策についてはこれまでもストレス診断システム、ストレス健

康相談、カウンセリング相談、研修会など様々な取組が行われているところである
が、なかでも昨年度はストレス健康相談等の利用者数が増加していることから、引き
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続き予防・早期発見に重点を置いたメンタルヘルス対策が重要である。

任命権者においては、心の問題が生じる要因の調査・分析に基づき、職員自らのセ

ルフケア能力の強化、所属長等ラインの早期ケア能力の向上、相談窓口の多様化等を

図り、重層的に予防・早期発見・早期対応ができる環境を整えていく必要がある。ま

た、学校現場においては、精神疾患による病気休職者の在職者比率は全国的に見ても

高くなっており、「こころのコンシェルジュ」による巡回相談や管理職の健康管理意

識を高めるための研修を強化するなどの取組を引き続き進めていく必要がある。

なお、昨年度は九州北部豪雨災害に係る復旧業務などにより、月１００時間を超える

時間外勤務に従事した職員が前年度よりも増加している。このような勤務が継続した

場合には、心身の疲労が蓄積し健康を損なうことが大いに懸念されることから、管理

監督者は当該職員に対して特に配慮することが必要である。

パワー・ハラスメント等については、他の職員の人格や尊厳を傷つける行為であ

り、職員の勤務環境や健康が害される原因となるものであることから、任命権者にお

いては、研修等を通じた意識啓発やきめ細かな相談対応など、引き続き発生防止と排

除のための取組を進め、良好な職場環境の確保に努めていく必要がある。

⑸ 公務員倫理の保持

県民中心の県政を推進する上では、県民の信頼を確保することが最も重要であり、

職員は、常に公務員としての節度を保ちつつ、勤務時間の内外を問わず、信用を失墜

することのないように自戒する必要がある。

任命権者においては、不祥事の根絶に向けて、引き続き、職場での指導や研修など

を通じて職員への法令遵守及び服務規律の徹底を図る必要がある。

また、職員においては、一人ひとりが、現下の公務をめぐる厳しい諸情勢を自覚

し、常に県民全体の奉仕者として、高い倫理観・使命感を保持するとともに、厳正な

服務規律の下で、公務の公正かつ効率的な執行に努め、県民の信頼と期待に応えてい

くことが肝要である。

⑹ 雇用と年金の接続

本年４月から公的年金の報酬比例部分に係る支給開始年齢の段階的な引上げが始ま

り、現在の６０歳定年制度のままでは、定年退職後公的年金が支給されず無収入となる

－１５－



期間が生ずることから、雇用と年金の接続が喫緊の課題となっており、国家公務員に

ついては、本年３月に現行の再任用制度の仕組みを活用し、年金支給開始年齢に達す

るまで希望者を再任用する方針が閣議決定されたところである。

地方公務員についても地域の実情に応じて必要な措置を講ずるよう要請があったと

ころであり、任命権者においては、国からの要請やそれぞれの現場の実態を十分に踏

まえた上で早急に検討を進める必要がある。

また、本県においては、平成１３年度に再任用制度を導入しているところであるが、

再任用を円滑に行っていくために、改めて制度の内容等について職員に対し十分に周

知する必要がある。

なお、再任用職員の給与水準や手当の見直しについては、人事院が「平成２６年職種

別民間給与実態調査」において公的年金が全く支給されない再雇用者の給与の具体的

な実態を把握した上で、平成２６年４月における再任用職員の職務や働き方等の人事運

用の実態等を踏まえて検討を進めるとしていることから、その動向を注視していく必

要がある。

８ 適正な給与の確保の要請

人事委員会の給与勧告は、その時々の経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によっ

て決定される民間企業従業員の給与の状況等を踏まえ、憲法で保障された労働基本権が

制約されている職員の給与水準を社会一般の情勢に適応させ、職員の適正な処遇を確保

することを目的とするものであり、地方公務員法に定める情勢適応の原則や均衡の原則

に則ったものとして、長年の経緯を経て職員給与の決定方式として定着している。さら

に、こうした民間準拠により職員給与を決定する仕組みを通じて、県民の理解と納得が

得られる給与水準を職員に対し保障するとともに、行政運営の安定に寄与するものである。

本県においては、国による地方交付税等の削減措置に対応するため、本年７月１日付

けで特例減額条例が施行され、平成２６年３月３１日までの間、職員が実際に受ける給与額

が本来の給与額よりも相当程度低くなっているが、職員は県民サービスの一層の向上を

図るため、それぞれの職場において、高い士気と使命感を持って日夜業務に精励してい

る。

本委員会は、４月分の月例給及び特別給の水準について、民間給与と均衡しているこ
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とから給与水準改定のための勧告を行わないこととしたが、給与減額支給措置が終了す

る平成２６年４月以降の職員の給与については、本報告に基づく民間準拠による給与水準

が確保されることを望むものである。

議会及び知事におかれては、人事委員会勧告制度の意義や役割に深い理解を示され、

民間準拠による適正な給与を確保されるよう要請する。
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人事院の国家公務員制度改革等に関する報告の骨子

Ⅰ 国家公務員制度改革についての基本認識
１ これまでの改革の経緯を踏まえた留意点
・ 全体の奉仕者である公務員の人事管理の特性を踏まえ、人事行政の公正確保や労働基本権制約の代償機
能の確保の観点からの十分な議論が必要

・ 制度官庁や各府省人事当局の実務家等の知見を活用して実効性ある制度設計を行う必要
・ 公務員制度は行政の基盤となる制度であり、改革は広く関係者の合意に基づいて行う必要

２ 今後の国家公務員制度改革の検討に当たっての論点
⑴ 幹部職員人事の一元管理

内閣人事局の役割と各省大臣の組織・人事管理権との調和等を考慮して適切な制度設計を行う必要。中
立・第三者機関が選考基準設定等に関与する必要

⑵ 内閣人事局の設置と人事院の機能移管
・ 級別定数は重要な勤務条件であり、労働基本権制約の下では、級別定数に関する機能は中立・第三者
機関が代償措置として担う必要

・ 任用の基準、採用試験及び人事院が所掌している研修は、人事行政の公正確保の観点から特に重要な
事務であり、これまでどおり中立・第三者機関が担う必要

⑶ 自律的労使関係制度
本院はこれまで自律的労使関係制度について議論を尽くすべき重要な論点を提起。十分な議論は行われ

ておらず、未だ国民の理解は得られない状況

Ⅱ 人事行政上の諸課題への取組
１ 能力・実績に基づく人事管理の推進
⑴ 幹部職員等の育成・選抜に係る人事運用の見直し等

管理職へは採用年次により一律的に昇任させるのではなく、幹部職員等として必要な能力・適性を判断
して選抜を行うなど、能力・適性に基づく人事運用が一層進められるよう各府省に働きかけ

⑵ 人事評価の適切な実施・活用
公務組織の活力を保つためには、各職員の勤務実績が人事評価に的確に反映され、その結果を活用した

人事管理を推進する必要。政府における人事評価制度・運用の改善等の検討に協力
２ 採用試験等の見直し
⑴ 国家公務員採用試験への英語試験の活用

平成２７年度総合職試験から外部英語試験を導入。本年秋を目途に全体の概要を公表できるよう検討
⑵ 就職活動時期の見直しへの対応

民間の就職活動後ろ倒しを踏まえ、平成２７年度試験日程等について検討。平成２６年度試験日程の発表と
合わせて周知

３ 女性国家公務員の採用・登用の拡大と両立支援
⑴ 女性国家公務員の採用・登用の拡大

女性職員を対象とする管理能力向上のための研修の拡充等の新たな取組を推進
⑵ 両立支援の推進
・ 配偶者帯同休業制度の導入について意見の申出。育児・介護を行う職員へのフレックスタイム制や短
時間勤務制の適用の拡大等について早期に成案を得るよう検討

・ 男性職員の育児休業の取得が進まない要因等を職員の意識調査で把握し、必要な対応を実施
・ 超過勤務の縮減には、厳正な勤務時間管理などが肝要。国会関係業務などは関係各方面の理解と協力
を得ながら改善。超過勤務手当については、必要に応じた予算の確保が必要
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人事院の一般職の職員の配偶者帯同休業に関する
法律の制定についての意見の申出の骨子

公務において活躍することが期待される有為な職員の継続的な勤務を促進するため、配偶者の外国での勤務
等に伴い、配偶者と生活を共にすることを可能とする休業制度（配偶者帯同休業制度）を創設

１ 配偶者帯同休業制度の目的
外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業の制度を設けることにより、有為な職員の継続的な

勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的

２ 配偶者帯同休業制度の概要
⑴ 休業の対象となる職員

外国で勤務等をする配偶者※と生活を共にすることを希望する職員（常時勤務することを要しない職員等
を除く。）
※配偶者は国家公務員に限らない。

⑵ 休業の承認
職員の請求に基づき、任命権者が、職員の勤務成績等を考慮した上で公務の運営に支障がないと認めた場

合に承認
⑶ 休業の期間

１回の休業期間は３年を超えない範囲内（３年を超えない範囲内であれば、１回に限り期間の延長が可能）
⑷ 休業の効果

休業期間中は、職員としての身分を保有するが、職務に従事せず、給与は非支給
⑸ 休業の承認の失効等
・ 休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合、配偶者が死亡又は配偶者と離婚した場合は、
休業の承認が失効

・ 休業をしている職員が配偶者と生活を共にしなくなった場合などは、任命権者は休業の承認を取消し
⑹ 休業に伴う任期付採用及び臨時的任用

任命権者は、職員の配置換え等の方法により配偶者帯同休業を請求した職員の業務を処理することが困難
であると認めるときは、請求の期間を限度として、任期付採用又は臨時的任用を行うことが可能

⑺ 給与の復職時調整
職務に復帰した場合、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内で必要な調整が可能

３ 実施時期
公布の日から起算して１年を超えない範囲内の日から実施
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